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（備考）　　⑤～⑨の事務は，同時並行的に行うこと。ただし，⑨の事務は，⑧の経営改善資金計画認定連絡を受けた後とする。 この図中，「県」・「（県）」は，広島県農業経営改善関係資金基本要領を，「国」・「（国）」は，農業経営改善関係資金基本要綱をいう。

⑧計画認定連絡

⑪貸付決定の通知
⑫事業の実施□工事請負契約書□請求書 ⑬金銭消費貸借契約の締結

事前相談事前相談事前相談事前相談

経営改善資金計画の作成経営改善資金計画の作成経営改善資金計画の作成経営改善資金計画の作成

経営改善資金計画の認定経営改善資金計画の認定経営改善資金計画の認定経営改善資金計画の認定

借入申込希望借入申込希望借入申込希望借入申込希望

借入申込借入申込借入申込借入申込

事業実施～完了事業実施～完了事業実施～完了事業実施～完了

⑬－１ 貸付実行⑭ 資金の払出

借入希望者
融資機関（および窓口となる融資機関）

関係機関（相互に連携）農林水産事務所（事業所）畜産事務所

特別融資制度推進会議事務局（市町） ⑦計画認定審査⑧計画認定連絡 構成機関 等長期金融協会
農業技術指導所

⑧'計画認定通知（※複数年次にわたる計画の場合）

④経営改善資金計画の作成根拠：国第３の１の（１）□経営改善資金計画書（(国)別紙２の（１），（２））（簡素化様式は，(国)別紙２の（３），（４））⑤経営改善資金計画提出根拠：県第５，国第３の１の（２）□経営改善資金計画書（(国)別紙２の（１），（２））（簡素化様式は，(国)別紙２の（３），（４））□借入申込希望書(写)（(国)別紙１）□農業経営改善計画認定書(写)□農業経営改善計画書(写)□その他窓口機関が必要と認めた書類
⑤借入申込希望根拠：県第５□借入申込希望書（(国)別紙１）□経営改善資金計画書（(国)別紙２の（１），（２））（簡素化様式は，(国)別紙２の（３），（４））□最近３か年の経営状況のわかる資料（青色申告等）□事業の概要を証する資料（見積書等）⑨融資の可否の通知根拠：国第５の６の（２），（３）□融資審査等総括表（(国)別紙５）（否の場合）
⑩借入申込・債務保証委託申込根拠：国第５の６の（４）□借入申込書（(国)別紙６）□債務保証委託申込書（(国)別紙７）

⑮事業の完了（業者への支払）□領収書

⑥計画審査依頼
②連携□相談受付票（(県)別紙１－１又は１－２参考様式）

日本政策金融公庫農協農業委員会農業信用基金協会
就農支援課

農業技術指導所市町等機関 就農支援課①事前相談根拠：県第３の１ ②連携根拠：県第３の２□相談受付票（(県)別紙１－１又は１－２参考様式）③助言根拠：県第３の２

人・農地プランに位置づけられた経営体として，貸付当初５年間の無利子化措置を受ける場合には，農業経営基盤強化資金利子助成金交付に係る事務手続きを行うこと。


